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津田沼駅南口地区の第一種市街地再開発事業について、施行予定者である野村

不動産株式会社から、別紙のとおり特定業務代行者の選定結果の報告及び今後の対

応について協議の申し入れがありましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．特定業務代行者の選定結果について 

野村不動産株式会社は、特定業務代行者の募集及び選定を行った結果、応募の

あった工事施工会社は１社のみにとどまり、工事施工会社からの提案は、昨今の大幅

な建築費上昇等の影響から、予定していた建築費を大幅に上回り、審査委員会から

特定業務代行者の推薦を得られなかった。 

 

２．現在の状況について 

野村不動産株式会社としては、本再開発事業費が著しく増加することから、特定業

務代行者の選定の判断に至っておらず、現状において、確認書に定められた想定事

業スケジュールに沿った事業の推進が極めて困難な状況にある。 

 

３．野村不動産株式会社の今後の方針について 

引き続き本市と一体となって、津田沼駅南口ひいては本市の発展に寄与していくた

め、事業スケジュールの見直しや今後の対応について協議を行いたい。 

 

４．市長コメント 

今回の野村不動産株式会社からの協議の申し入れについては、スケジュールの遅

延が生じることにより、本市や市民生活への大きな影響が懸念される一大事であり、

非常に残念に感じております。 

今後の影響が最小限になるよう、全庁一丸となって協議に臨んでまいります。 

 

以上 

 

津田沼駅南口地区の第一種市街地再開発事業について 

問合せ先  

都市環境部都市再生整備室都市再生課 

電話：０４７-４５３-７３７４ 
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